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１．はじめに
　とくに化学の分野において、ある組成物の成分構
成を所定の数値範囲のものとすることによって、当
該物が好ましい物性を備える（効果を奏する）とい
う知見を得て特許出願する場合、特許請求の範囲は、
当該組成物を構成する各成分（の含有量）を具体的
な数値範囲で特定するのが一番自然です。当該知見

は、組成物につき好ましい物性を得ることを目的と
し、この目的を達成する手段として組成物の成分構
成を所定の数値範囲のものとするものだからです。
　しかし、実際には、当該数値範囲の組成物であっ
ても、何らかの理由により当該好ましい物性を有し
ない（発明の効果を奏しない）特異点等が存在する
可能性は否定できませんし、成分を網羅的に記載す
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